
災害時における日精協独自の物資支援体制
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日精協独自の『共助』の枠組み
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物資支援

縦の連携
縦の連携

横の連携

・災害医療コーディネーターを中心に自衛隊、消防、他の医療救護班等と連携

・地域の被害状況に応じて行政機関、自衛隊、消防、他の医療救護班等と連携

・地域の被害状況に応じて行政機関、自衛隊、消防、他の医療救護班等と連携



被災都道府県

厚生労働省

DPAT 事務局本部被災病院からの患者の一時集積・
患者の受入れ・治療・搬出等

被災都道府県支部長（支部 事務局）
• EMIS等を活用し、支部内の会員病院の被災状況の把握

• 日精協災害対策本部への被災状況の報告

• 被災会員病院における物資の充足状況の把握と物資支援の要否判断

• 災害時事物資支援病院へ物資支援の実施依頼

• 支援物資の搬送手段や物資の配分等の調整

日精協災害時物資支援病院
• 支部長(支部)との連携 ・支援物資の集積と管理

• 物資が不足した被災会員病院への物資支援

物資支援の要請

物資支援の指示

物資が不足した会員病院
被災状況の報告と不足した物資の支援要請

DPAT調整本部

被災都道府県 保健医療福祉調整本部

物資支援の実施

※ 支部長ならびに災害時物資支援病院は、EMIS等により支部内の会員病院の被災状況ならびに物資の充足状況の確認に努める。

支援物資の流れ

連携・情報共有

連携・情報共有以外の役割

災害拠点精神科病院

日精協災害対策本部

• 日精協災害対策本部の設置・運営

• 行政機関及び関係団体からの情報収集と連携

• 被災地の都道府県支部の会員病院の被災状況の把握

• 被災した会員病院への支援物資の調達・搬送・配分の調整

• 支援物資の費用支弁

• 全国の会員病院への情報提供

災害時における日精協独自の物資支援体制

被災都道府県日精協支部

支援物資の分配
費用の支弁

DPAT： 災害派遣精神医療チーム

※都道府県の実情に応じて柔軟に実施するものとする
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